
箕
面
市
訓
令
第
四
十
二
号

庁
中
一
般

箕
面
市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日

改
訂

令
和
五
年
五
月
十
日
訓
令
第
三
十
五
号

箕
面
市
長

倉

田

哲

郎

箕
面
市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助
金
交
付
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条

地
震
等
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
の
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
等
に
対
す
る
箕
面
市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助

金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
箕
面
市
補
助
金
交
付
規

則
（
昭
和
四
十
六
年
箕
面
市
規
則
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
、
れ
ん
が
、
石
材
又
は
土
を
用
い

た
塀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
塀
を
い
う
。

二

道
路
等

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
道
路
そ
の
他
市
長
が
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
の
撤
去
が
必
要
と
認
め
る
道
路
を
い
う
。

三

軽
量
フ
ェ
ン
ス
等

ス
チ
ー
ル
、
ア
ル
ミ
等
の
軽
量
な
材
料
で
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
塀
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
塀
を
い
う
。

（
補
助
事
業
）

第
三
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
工
事
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、



次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
に
係
る
工
事

二

前
号
の
工
事
の
完
了
後
引
き
続
き
行
う
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
の
設
置
に
係
る
工
事

２

前
項
第
一
号
の
「
補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

本
市
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
（
国
、
地
方
公
共
団
体
そ

の
他
公
的
機
関
が
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
道
路
等
に
面
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

道
路
等
の
路
面
か
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。

三

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
と
道
路
境
界
ま
で
の
水
平
距
離

よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

第
一
項
第
二
号
の
「
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
の
設
置
に
係
る
工
事
」
と
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

い
る
者
が
施
工
す
る
こ
と
。

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る

道
路
内
に
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

三

軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
が
安
全
な
基
礎
に
緊
結
し
て
い
る
こ
と
。

四

前
項
に
規
定
す
る
補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
（
以
下
「
補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
」
と
い
う
。
）
を
撤
去
し
た
範
囲
内
で
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
補
助
対
象
者
）

第
四
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
者
は
、
補
助
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
所
有
す
る
者



二

市
税
の
納
付
に
滞
り
の
な
い
者

三

同
一
敷
地
内
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
等
に
つ
い
て
過
去
に
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（
補
助
金
の
額
）

第
五
条

補
助
金
の
額
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
工
事
（
以
下
「
倒
壊
予
防
工
事
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
と
し
、

一
の
敷
地
に
つ
き
二
十
万
円
を
上
限
と
す
る
。

（
交
付
の
申
請
）

第
六
条

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
箕
面
市
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

倒
壊
予
防
工
事
の
費
用
の
詳
細
が
わ
か
る
見
積
書

二

補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真

三

倒
壊
予
防
工
事
の
内
容
が
わ
か
る
図
書

四

軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
設
す
る
軽
量
フ
ェ
ン
ス

等
の
概
略
が
わ
か
る
カ
タ
ロ
グ
等

五

付
近
見
取
図

六

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
点
検
表
（
様
式
第
一
号
）

七

不
動
産
の
登
記
事
項
証
明
書
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
の
写

し
又
は
第
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

八

市
税
情
報
の
閲
覧
に
関
す
る
同
意
書

九

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
補
助
事
業
の
変
更
及
び
廃
止
）

第
七
条

補
助
事
業
者
（
第
四
条
に
規
定
す
る
補
助
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
補
助
事
業
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
箕
面



市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助
事
業
内
容
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
二

号
）
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
市
長
に
申
請
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
内
容
を
審
査
し
、
承
認

す
る
と
き
は
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書

（
交
付
決
定
額
に
変
更
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
承
認
す
る
変
更
内
容
を
記
載
し

た
書
面
）
に
よ
り
通
知
し
、
承
認
し
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
事
業
の
内
容
の
変
更
を
承
認
す
る
と
き
は
、

必
要
に
応
じ
て
補
助
金
の
額
及
び
補
助
金
の
交
付
決
定
に
付
し
た
条
件
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

補
助
事
業
者
は
、
補
助
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
箕
面

市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助
事
業
廃
止
届
（
様
式
第
三
号
）
を
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付

の
決
定
を
取
り
消
し
、
箕
面
市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
倒
壊
予
防
工
事
費
補
助
金
交
付
決
定

取
消
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
補
助
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
績
報
告
の
手
続
）

第
八
条

補
助
事
業
者
は
、
補
助
事
業
が
完
了
し
た
と
き
は
、
当
該
完
了
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
又
は
補
助
金
の
交
付
決
定
に
係
る
市
の
会
計
年
度
の

三
月
十
五
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
規
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
箕
面
市
補

助
事
業
実
績
報
告
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

倒
壊
予
防
工
事
に
係
る
材
料
の
出
荷
伝
票
の
写
し

二

補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
状
況
（
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
を
設
置
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
軽
量
フ
ェ
ン
ス
等
の
設
置
工
事
の
施
工
中
及
び
完
了
後
の
状



況
）
を
確
認
で
き
る
写
真

三

補
助
事
業
者
が
倒
壊
予
防
工
事
の
施
工
業
者
に
当
該
工
事
の
代
金
を
支
払
っ
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

四

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
委
任
）

第
九
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
以
後
に
倒
壊
予

防
工
事
に
着
手
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則
（
令
和
五
年
訓
令
第
三
十
五
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第６条関係）

ブロック塀等点検表

１．コンクリートブロック塀の場合

２．組積造の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む。）

点検項目 点検内容
点検結果

適合 不適合

① 高さ 2.2ｍ以下

② 壁の厚さ 高さ2ｍを超える塀で15ｃｍ以上

高さ2ｍ以下の塀で10ｃｍ以上

③ 鉄筋 壁内に直径9ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも80ｃｍ間隔以

下で入っており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横

筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている

④ 控壁（高さ1.2ｍ

を超えるとき）

塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、直径9ｍｍ以上の鉄筋が

入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

⑤ 基礎（高さ1.2ｍ

を超えるとき）

丈が35ｃｍ以上で根入れ深さが30ｃｍ以上の鉄筋コン

クリート造の基礎がある

⑥ 傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1ｍｍ以上のひび割れがない

⑦ ぐらつき 人の力でぐらつかない

⑧ その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上に

ない

点検項目 点検内容
点検結果

適合 不適合

① 高さ 1.2ｍ以下

② 壁の厚さ 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の

1/10以上ある

③ 鉄筋 － － －

④ 控壁 塀の長さ4ｍ以下ごとに壁面からその部分の②の1.5倍

以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある

⑤ 基礎 根入れ深さが20ｃｍ以上ある

⑥ 傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1ｍｍ以上のひび割れがない

⑦ ぐらつき 人の力でぐらつかない

⑧ その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上に

ない



様式第２号（第７条関係）

年 月 日

箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業内容変更承認申請書

（宛先） 箕面市長

住 所

氏 名

電 話

年 月 日付け箕面市指令 第 号で交付決定のあった補助事業について、下記の

とおり、補助事業の内容を変更したいので、箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱第

７条の規定により承認を申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありま

せん。

記

１ 補助事業の名称 箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業

２ 補助事業の内容 倒壊予防工事費の補助

３ 塀の所在地 箕面市

４ 変更の内容

５ 変更の理由

６ 交付申請額

変更前 円

変更後 円

増減額 円

７
補助事業の

経費の配分

（１）全体事業費

（２）補助対象事業費

変更前 円

変更後 円

増減額 円

変更前 円

変更後 円

増減額 円

８ 添付書類

□ 変更後の倒壊予防工事見積明細書

□ 変更内容を示す図面等

□ その他（ ）



様式第３号（第７条関係）

年 月 日

箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業廃止届

（宛先） 箕面市長

住 所

氏 名

電 話

年 月 日付け箕面市指令 第 号で交付決定のあった下記の補助事業を廃止し

ますので、箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱第７条第４項の規定により届け出ま

す。この届出書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

１ 補助事業の名称 箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業

２ 工 事 の 名 称 倒壊予防工事

３ 塀 の 所 在 地 箕面市

４ 廃 止 理 由

５ 既交付決定の内容 通知年月日 年 月 日

通知番号 箕面市指令 第 号

交付決定額 円



様式第４号（第７条関係）

箕面市指令 第 号

年 月 日

箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付決定取消通知書

申請者 住 所

氏 名 様

（法人にあっては所在地、団体名及び代表者名）

箕面市長 氏 名 印

年 月 日付けで届出のあった箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業の廃止

は、下記のとおり承認し、補助金の交付決定を取り消しましたので、箕面市ブロック塀等倒壊予

防工事費補助金交付要綱第７条第５項の規定により通知します。

記

廃止を承認した補助事業 箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業

取り消した交付決定の通知年月日 年 月 日

取り消した交付決定の通知番号 箕面市指令 第 号

取り消した交付決定の額 円


